
身近なまちの防災施設整備事業補助金
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R８.４月発行

横浜市都市整備局防災まちづくり推進課

＜お問合せ＞
〒231-0005 横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10
０４５－６７１－３５９５
tb-bousai@city.yokohama.lg.jp

※地区別に担当が分かれています。会議や出張等で担当者が不在の場合もありますので、事前相談や
申請手続き等でご来庁される際は、あらかじめご連絡ください。

工事業者等と契約する前に、必ず補助金交付申請を行い、本市か
ら交付する「補助金交付決定通知書」を受領してください。

補助交付申請の書類審査は約30日程度要します。
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 横浜市では、「燃えにくく、住みやすいまち」の実現に
向けた取り組みを進めています。
   地震火災の被害をおさえ、共助による防災活動を活性
化するため、自治会町内会等が行う防災施設（避難経路、
防災設備、防災広場）の整備等に対し補助を行います。

身近なまちの防災施設整備事業補助金とは？


